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衆
議
院
議
員
青
山
大
人
君
提
出
茨
城
県
等
の
地
方
自
治
体
独
自
の
緊
急
事
態
宣
言
下
の
事
業
者
支
援
に
関
す
る
質
問
に
対
し
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別
紙
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弁
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を
送
付
す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
青
山
大
人
君
提
出
茨
城
県
等
の
地
方
自
治
体
独
自
の
緊
急
事
態
宣
言
下
の
事
業
者
支
援
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

一
時
支
援
金
は
、
令
和
三
年
一
月
七
日
に
発
出
し
た
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法

律
第
三
十
一
号
。
以
下
「
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

緊
急
事
態
宣
言
」
（
以
下
「
緊
急
事
態
宣
言
」
と
い
う
。
）
に
伴
う
飲
食
店
の
営
業
時
間
の
制
限
等
に
よ
る
影
響
を
受
け
て

売
上
げ
が
減
少
し
た
中
小
事
業
者
等
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

御
指
摘
の
「
事
業
者
支
援
に
お
け
る
不
公
平
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て

は
、
一
時
支
援
金
の
対
象
と
な
ら
な
い
中
小
事
業
者
等
に
対
し
て
も
、
令
和
二
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
等
を

活
用
し
、
必
要
な
対
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
地
方
自
治
体
独
自
」
に
よ
る
「
今
後
将
来
に
お
い
て
発
令
さ
れ
る
緊
急
事
態
宣
言
」
は
、
地
方
公
共
団
体
の

判
断
に
お
い
て
発
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
に
お
い
て
行
わ
れ
る
緊
急
事
態
宣
言
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。 



 

２ 

 

 
 

ま
た
、
特
措
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
措
置
を
実
施
す
べ
き
区
域
（
以
下
「
宣

言
区
域
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
特
措
法
第
三
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
措
法
第
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
基
本
的
対
処
方
針
を
変
更
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的
対
処
方
針
を
変
更
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
推
進
会

議
の
意
見
を
聴
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
慎
重
な
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

こ
れ
を
踏
ま
え
、
政
府
と
し
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
に
お

け
る
「
協
力
要
請
推
進
枠
」
の
交
付
限
度
額
の
算
定
に
お
い
て
、
宣
言
区
域
に
限
り
、
対
象
者
に
給
付
す
る
一
日
当
た
り
の

協
力
金
等
の
金
額
の
上
限
（
以
下
「
上
限
額
」
と
い
う
。
）
を
引
き
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

具
体
的
に
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
上
限
額
を
二
万
円
か
ら
四
万
円

に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
て
い
た
措
置
を
、
現
在
、
同
月
七
日
に
緊
急
事
態
宣
言
を
発
出
し
た
こ
と
に
伴
い
当
面
の
間
継
続

し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
う
ち
、
宣
言
区
域
に
お
け
る
上
限
額
に
つ
い
て
は
、
宣
言
区
域
で
行
わ
れ
る
営
業
時
間
の
変
更
に

関
し
、
特
措
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
都
道
府
県
知
事
が
特
措
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
要

請
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
六
万
円
に
引
き
上
げ
て



 

３ 

 

い
る
。 

 
 

引
き
続
き
、
営
業
時
間
の
変
更
の
要
請
に
応
じ
た
事
業
者
に
対
す
る
支
援
に
万
全
を
期
し
て
ま
い
り
た
い
。 


